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国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
中
「

京
都
大
学
人
権
問
題
対
策
委
員
会

」
を
「
京
都
大
学
人
権
委
員
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
専
門
委
員
会
」
に
改
め
る
。

「

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


